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各
々
の
現
在
高
と
今
後
の
動
向
は
。

　
　

二
十
三
年
度
末
で
は
、
市
債
が
約
百
九
十
三

億
円
で
前
年
比
約
八
億
円
の
増
、
基
金
残
高
が
約

六
十
七
億
円
、
合
併
特
例
債
は
二
十
四
年
度
以
降

の
借
り
入
れ
可
能
額
が
約
七
十
二
億
円
と
見
込
ん

で
い
る
。
今
後
、
合
併
特
例
債
の
活
用
に
つ
い
て

は
、
過
重
な
財
政
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
な
運
営

に
努
め
た
い
。

　
　

今
後
の
高
齢
化
率
の
予
測
は
ど
う
か
。
ま

た
、
各
地
区
別
の
高
齢
化
率
と
、
高
齢
者
が
い
る

世
帯
数
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
　

全
国
平
均
で
、
平
成
四
十
七
年
に
は
三
十

三
・
四
％
、
七
十
二
年
に
は
三
十
九
・
九
％
に
な

る
見
込
み
で
あ
る
。
各
地
区
ご
と
の
高
齢
化
率
は

高
い
方
か
ら
白
山
が
三
十
二
・
九
％
、
霊
丘
が
三

十
二
・
二
％
、
森
岳
が
二
十
八
・
五
％
、
杉
谷
が

二
十
八
・
一
％
、
有
明
が
二
十
六
・
六
％
、
三
会

が
二
十
五
・
五
％
、
安
中
が
二
十
五
・
一
％
と
な

っ
て
い
る
。
高
齢
者
が
い
る
世
帯
数
は
、
八
千
六

百
二
十
二
世
帯
で
全
世
帯
の
五
十
・
八
％
で
あ

る
。

　
　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
対
策
と
し
て
取
り

組
ん
で
い
る
①
災
害
時
要
援
護
者
台
帳
に
つ
い

て
、
②
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
事
業
に
つ
い
て
、
③

高
齢
者
等
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
な
事
業
な
の
か
。

　
　

①
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
災
害
時
の
要

援
護
者
の
方
を
登
録
し
て
い
る
。
有
事
の
際
は
こ

の
台
帳
を
も
と
に
、
消
防
団
、
消
防
署
等
の
防
災

機
関
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
避
難
を
ス
ム
ー
ズ
に

行
う
た
め
に
整
備
し
て
い
る
。
②
従
来
か
ら
民
生

委
員
児
童
委
員
連
絡
協
議
会
で
の
活
動
で
あ
り
、

地
域
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
を
見
回
っ

て
い
た
だ
い
て
い
る
。
③
二
十
三
年
度
か
ら
取
り

組
ん
で
い
る
事
業
で
あ
り
、
民
生
委
員
児
童
委
員

や
町
内
会
・
自
治
会
長
を
初
め
、
各
事
業
者
と
協

定
を
締
結
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
の
提
供
を
受

け
な
が
ら
地
域
で
見
守
る
と
い
う
体
制
を
構
築
す

る
も
の
で
あ
る
。

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

　

◇
「
ジ
オ
パ
ー
ク
国
際
ユ
ネ
ス
コ
会
議
」
の
達

　
　

成
目
標

　

◇
目
指
す
子
供
像
と
教
育
環
境

　

◇
Ｅ
Ｍ
菌
に
つ
い
て

　

◇
市
営
住
宅
の
現
状
と
見
通
し

　
　

国
民
健
康
保
険
事
業
の
収
支
状
況
は
。

　
　

二
十
二
年
度
は
歳
入
歳
出
差
し
引
き
で
一
億

百
二
十
六
万
四
千
円
の
収
支
だ
が
、
基
金
繰
り
入

れ
を
し
て
お
り
、
単
年
度
収
支
で
は
二
億
四
千
五

百
十
一
万
五
千
円
の
赤
字
決
算
で
あ
る
。
平
成
十

八
年
度
以
降
の
単
年
度
収
支
は
赤
字
決
算
が
続
い

て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　
　

決
算
の
単
年
度
赤
字
収
支
の
主
な
原
因
は
。

　
　

保
険
給
付
が
増
大
す
る
中
、
税
収
は
年
々
減

少
傾
向
で
あ
る
。
年
齢
構
成
も
高
く
な
り
、
国
保

財
政
の
悪
化
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
　

歳
出
の
多
く
を
占
め
る
保
険
給
付
費
の
支
出

状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
　

二
十
二
年
度
の
保
険
給
付
費
は
四
十
八
億
五

千
九
百
十
五
万
円
で
、
歳
出
に
占
め
る
比
率
は
六

十
九
・
六
九
％
。
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
三
十

二
万
六
千
七
百
三
十
一
円
で
あ
る
。
医
療
費
全
体

に
対
し
て
、
高
額
医
療
費
分
も
含
め
て
約
八
十
三

％
を
保
険
給
付
し
て
い
る
。

　
　

一
人
当
た
り
の
保
険
税
額
と
収
納
状
況
は
。

　
　

一
人
当
た
り
保
険
税
額
は
七
万
五
千
三
百
五

十
五
円
で
、
県
内
十
三
市
で
上
か
ら
七
番
目
で
あ

る
。
最
高
限
度
額
（
七
十
七
万
円
）
該
当
は
二
百

七
十
九
世
帯
。
ま
た
、
百
万
円
以
上
の
滞
納
は
現

時
点
で
八
十
九
人
で
あ
る
。

　
　

市
内
の
公
的
施
設
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
　

長
崎
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
が
平
成
十

年
に
施
行
さ
れ
、
そ
の
後
整
備
さ
れ
た
施
設
は
基

準
に
適
合
し
て
い
る
が
、
古
い
施
設
に
つ
い
て
は

整
備
が
進
ん
で
い
な
い
施
設
も
あ
る
。

　
　

障
が
い
者
用
ト
イ
レ
の
設
置
状
況
は
。

　
　

市
役
所
本
庁
舎
、
有
明
庁
舎
、
文
化
会
館
、

観
光
施
設
等
の
主
な
施
設
に
は
障
が
い
者
用
ト
イ

レ
を
設
置
し
て
い
る
。
公
園
や
各
運
動
公
園
に
併

設
す
る
公
衆
ト
イ
レ
は
、
市
が
管
理
す
る
四
十
三

カ
所
の
う
ち
二
十
カ
所
に
設
置
し
て
い
る
。

　
　

利
用
者
か
ら
屋
外
ト
イ
レ
設
置
の
要
望
が
あ

っ
て
い
る
が
設
置
で
き
な
い
か
。

　
　

設
置
場
所
や
経
費
、
防
犯
上
の
問
題
も
考
慮

し
、
関
係
者
の
意
見
を
聞
い
て
研
究
し
た
い
。
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議員

公
的
施
設
の
整
備
に
つ
い
て

高
齢
者
対
策
に
つ
い
て

チームⅠ

馬渡　光春

議員

凡人くらぶ

清水　　宏

　
島
原
市
国
民
健
康
保
険
事

業
に
つ
い
て

　
有
明
公
民
館
の
屋
外
ト
イ

レ
設
置
に
つ
い
て

　
市
債
、
基
金
、
合
併
特
例

債
の
各
残
高
に
つ
い
て


